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（はじめに） 

令和元年度の国土交通白書は「令和時代の豊かな生活空間とは―技術の進歩と日本人の感性（美意識）

を生かして―」という多面的かつ多角的な中身をもつものとなった。以下では、白書のテーマは横に置

き、住宅・不動産・都市等に関わる記述のうち、将来の政策展開に意味があると思われるいくつかの事

項を抜粋した。 

 

（１）公的賃貸住宅ストックの確保 

特に低所得者、障碍者等の高齢世帯や子育て世帯にとって、一定の質を備えた公的賃貸住宅の存在は、

良質な民間賃貸住宅とともに、セーフティネットの確保の観点からその重要性が高い。また年金保険料

を払えない貧困層や非正規低所得層等の社会的弱者が、将来、住宅に困窮する年金生活者等となる恐れ

も否定できない。白書はこれらの受け皿になり得る、主な公的賃貸住宅の供給趣旨及び管理戸数の一覧

を掲げているので、これを掲載した。なお、参考として、住宅政策における優先度が高いものの、目立

った成果が挙げにくい既存住宅政策について、2025年度（令和 7年度）目標の住生活基本計画に示され

た事項の達成を期待して、その基本方針を確認的に掲載した。 

 

リサーチ・メモ 

令和元年度国土交通白書から住宅・不動産・都市関連の特徴的な記述を抜粋 
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（参考）既存住宅政策の充実・強化 
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（２）不動産投資市場におけるクラウドファンディングの活用 

土地・不動産に関する事項については、土地白書が別途作成されていることもあり、国土交通白書で

はおのずと扱いが小さくなり、それらの記述が少ないが、2017年に改正された不動産特定共同事業法に

より、電子取引への対応や小規模事業者の算入が可能になったことに伴う実例紹介がされているので、

その記述を再掲した。 

 

 

（３）スマートシティ構想の推進 

国土交通省が力を入れている 2018年 6月 21 日に閣議決定された「未来投資戦略 2018」にうたわれ、

また、2019年の骨太の方針でも「デジタル化を推進し、新技術をフル活用して「スマートシティ」を実

現させていくことは、今後、各地域の生産性を向上させるとともに、利便性や快適性を高めることとな

ることから、Society5.0 時代のまちづくりの基本コンセプトに「スマートシティ」の実現を位置づけ、

その実現に向けた取り組みを加速させる」とした。そのため、「データ駆動型のインフラ整備・都市経営

と大胆な民間資金の取り込みに向けた環境整備を進める」と記述されたスマートシティ構想の推進につ

いての国土交通白書の記述を再掲した。IoT等の新技術はツールに過ぎず、事前に自治体等がまちのデジ

タル化と地域プラットフォームを、まちづくりにどう活用するのかについての明確なビジョンを保持し

ていないと、スマートシティ構想が広い意味の箱モノづくりに終わるおそれもあるので、国は自治体等

の十分な理解と認識を得たうえで進めていく必要があるだろう。 
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（４）地球温暖化対策の実施等 

2019年の骨太の方針では、「令和元年 6月 11日に閣議決定された「パリ協定に基づく成長戦略として

の長期戦略」に基づき、最終到達点としての脱炭素社会を掲げ、それを野心的に今世紀後半のできるだ

け早期に実現することを目指すとともに、2050年までの温室効果ガス 80％削減に大胆に取り組み、世界

全体の取り組みと非連続なイノベーションが不可欠であることを踏まえてビジネス主導の環境と成長の

好循環を実現していく」こととされた。今後世界的に議論が活発化し、各種の規制・誘導政策がとられ

るであろう地球温暖化対策等について、国土交通省においても、2019年の建築基準法の改正により床面

積300平米以上2000平米未満の非住宅新築建築物に係る建築確認申請時の省エネ基準適合が義務付けら

れ（施行は 2021 年 4 月の見込み）、新たな一歩を進めたこともあり、これまでまとまって明記されるこ

との少なかった国土交通省の地球温暖化対策の取り組み事例の記述を再掲した。 
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（参考）令和元年度の国土交通白書ではコラム欄が多用されているが、今話題の人工知能（AI）の歴史

についてもコンパクトにコラム化されていたので、今後様々な機会に言及される際の基礎的な豆知識と

しても有効であろうと考えて再掲した。なお、AI は企業のビジネスモデルの変革など、先端企業の課題

だと捉える向きもあるが、例えばさいたま市では、年間約 8000 人にのぼる数の保育所入所申請を 300

の施設に割り振るのに従来は約延べ 1500時間の職員等の労働投入を要していたが、市の割り当てルール

を学習した AIにより、本業務の全部を、トータル数秒で正確に配分・完了できるようになっているとい

う（毎日新聞 2018 年 2 月 24 日報道）。AI の活用は身近な自治体業務の効率化にも大きな威力を発揮す

ることを認識し、各省庁が所管業務の効率化に AIの活用を明確な問題意識をもって取り込んでいくこと

を期待したい。 
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（荒井 俊行） 


